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警防査察に関する職員研修会（警防査察要領） 
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イ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ハ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0

イ 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ 61 0 38 0 0 0 13 0 9 0 0 0 1 0

イ(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ(3) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

イ(4) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ(1) 6 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

ロ(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ(5) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ハ(1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ハ(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ハ(3) 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

ハ(4) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ハ(5) 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 18 0 7 0 7 0 1 0 3 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 9 0 5 0 3 0 2 0 1 0 3 0

30 0 16 0 4 0 5 0 1 0 1 0 3 0

イ 11 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ロ 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 0 61 0 22 0 8 0 14 0 3 0 7 0

303 0 162 0 46 0 40 0 35 0 5 0 15 0

更生施設

助産施設・保育所・児童養護施設

児童発達支援センター・放課後等デイサービス

身体障害者福祉センター・地域活動支援センター

準地下街

神社・寺院・教会等

工場・作業場

映画スタジオ・テレビスタジオ

自動車車庫・駐車場

飛行機の格納庫等

小・中・高・専・大各学校

図書館・博物館・美術館等

公衆浴場・蒸気浴場・熱気浴場等

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

車両の停車場・船舶、航空機の発着場等

重要文化財等

アーケード

住  宅

合  計

倉庫

前各項に該当しない事業場

特定防火対象物が存する複合用途防火対象物

特定防火対象物が存しない複合用途防火対象物

地下街

病院（特定診療科目）

老人短期入所施設・養護老人ホーム等

老人デイサービスセンター・保育所等

幼稚園・特別支援学校

待合・料理店等

飲食店

百貨店・マーケット等

旅館・ホテル・宿泊所

寄宿舎・下宿・共同住宅

診療所（特定診療科目）

（1）以外の病院

病床が無い診療所・助産所

救護施設

乳児院

障害児入所施設

障害者支援施設（重度）

消防同意件数

劇場・映画館・観覧場等

公会堂・集会場

キャバレー・ナイトクラブ等

遊技場・ダンスホール

　建築物（防火対象物）の安全確保のため、建築確認を必要とする建物の確認の前に、消
防が、建築計画の防火に関する問題点を確認し、支障が無いことをもって、建築に同意す
る仕組です。

熊取町 田尻町 岬町

1項

２項

合計 泉佐野市 泉南市 阪南市

１１項

１２項

１３項

１７項

１８項

１４項

１５項

１６項

１６の２項

１６の３項

６項

８項

７項

９項

１０項

性風俗関連特殊営業を営む店舗等

カラオケボックス・個室ビデオ店等

３項

４項

５項

用途区分

同意・不同意
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（令和３年４月１日現在）

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

イ 12 6 1 1 0 0 4

ロ 187 64 42 39 20 4 18

イ 1 1 0 0 0 0 0

ロ 21 11 6 0 0 0 4

ハ 0 0 0 0 0 0 0

ニ 5 4 0 1 0 0 0

イ 2 0 1 0 1 0 0

ロ 149 70 30 25 10 5 9

295 125 63 56 26 8 17

イ 77 44 9 4 1 6 13

ロ 1,874 934 329 315 214 54 28

イ(1) 16 6 4 2 3 0 1

イ(2) 5 0 1 4 0 0 0

イ(3) 12 5 6 1 0 0 0

イ(4) 109 40 19 25 17 3 5

ロ(1) 100 37 19 15 14 4 11

ロ(2) 1 0 1 0 0 0 0

ロ(3) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(4) 1 1 0 0 0 0 0

ロ(5) 30 9 6 5 9 0 1

ハ(1) 59 23 9 14 7 0 6

ハ(2) 0 0 0 0 0 0 0

ハ(3) 57 23 11 9 10 0 4

ハ(4) 8 3 2 1 1 0 1

ハ(5) 60 23 17 9 9 0 2

ニ 28 9 7 6 4 0 2

240 76 41 29 81 5 8

4 0 1 1 1 0 1

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 9 7 1 1 0 0 0

17 7 2 1 0 6 1

120 21 45 18 16 2 18

イ 883 280 282 164 103 12 42

ロ 0 0 0 0 0 0 0

イ 125 53 24 23 10 8 7

ロ 2 1 1 0 0 0 0

600 220 220 97 31 6 26

849 304 200 137 73 39 96

イ 734 311 133 161 81 16 32

ロ 368 128 51 119 39 5 26

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

21 10 2 3 4 1 1

1 1 0 0 0 0 0

7,082 2,857 1,586 1,286 785 184 384

身体障害者福祉センター・地域活動支援センター

障害児入所施設

障害者支援施設（重度）

更生施設

助産施設・保育所・児童養護施設
児童発達支援センター・放課後等デイサービス

診療所（特定診療科目）

（1）以外の病院

病床が無い診療所・助産所

救護施設

乳児院

飛行機の格納庫等

倉庫

前各項に該当しない事業場
特定防火対象物が存する複合用途防火対象物

合   計

特定防火対象物が存しない複合用途防火対象物

地下街

準地下街

重要文化財等

アーケード

車両の停車場・船舶、航空機の発着場等

神社・寺院・教会等

工場・作業場

映画スタジオ・テレビスタジオ

自動車車庫・駐車場

幼稚園・特別支援学校

小・中・高・専・大各学校

図書館・博物館・美術館等

公衆浴場・蒸気浴場・熱気浴場等

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

１８項

防火対象物数

劇場・映画館・観覧場等

公会堂・集会場

キャバレー・ナイトクラブ等

遊技場・ダンスホール

性風俗関連特殊営業を営む店舗等

カラオケボックス・個室ビデオ店等

待合・料理店等

飲食店

百貨店・マーケット等

旅館・ホテル・宿泊所

寄宿舎・下宿・共同住宅

病院（特定診療科目）

老人短期入所施設・養護老人ホーム等

老人デイサービスセンター・保育所等

１５項

１６項

１６の２項

１６の３項

１７項

１０項

１１項

１２項

１３項

１４項

５項

６項

７項

８項

９項

1項

２項

３項

４項

用途区分

市町別
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届

設
計
届
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届
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工
届
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計
届
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届
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届
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届
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計
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設
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届

着
工
届

設
計
届

設
置
届

着
工
届

設
計
届

設
置
届

0 154 0 85 0 10 0 17 0 31 0 3 0 8

24 30 9 14 6 5 0 1 8 9 1 1 0 0

60 108 49 89 5 9 3 5 0 1 3 3 0 1

4 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 10 4 9 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0

1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 304 89 190 22 38 15 27 26 36 6 6 4 7

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

18 23 10 16 1 1 3 3 3 2 1 1 0 0

45 75 28 55 5 8 2 5 9 4 0 2 1 1

14 15 10 9 2 2 0 1 1 3 0 0 1 0

208 260 114 161 32 26 12 22 28 33 7 11 15 7

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 23 5 15 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 8 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 12 11 0 0 0 0 2 2 0 1 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

585 1,040 342 668 82 110 36 81 80 123 18 28 27 30

消防用設備等

特殊消防用設備（法１７条第３項）

合　　　　　計

消火器具

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備等

屋外消火栓設備

自動火災報知設備

ガス漏れ火災報知設備

動力消防ポンプ設備

漏電火災警報器

火災通報装置等

非常警報設備

避難器具

警
報
設
備

避
難
設
備

消防用水

消
火
活
動
上
必
要
な
設
備

必要とされる防火安全性能を有
する設備（令２９条の４）

誘導灯・誘導標識

排煙設備

連結散水設備

連結送水管

非常コンセント設備

無線通信補助設備

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

消
火
設
備

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

設備別

届出別
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合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 2 0 0 1 1 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0

ハ 0 0 0 0 0 0 0

ニ 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0

12 8 1 3 0 0 0

イ 10 5 1 0 0 0 4

ロ 18 13 1 0 3 0 1

イ(1) 3 2 0 0 0 0 1

イ(2) 0 0 0 0 0 0 0

イ(3) 1 0 0 1 0 0 0

イ(4) 1 1 0 0 0 0 0

ロ(1) 8 6 0 2 0 0 0

ロ(2) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(3) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(4) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(5) 7 5 0 1 0 1 0

ハ(1) 1 1 0 0 0 0 0

ハ(2) 0 0 0 0 0 0 0

ハ(3) 1 1 0 0 0 0 0

ハ(4) 0 0 0 0 0 0 0

ハ(5) 5 2 0 1 2 0 0

ニ 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

イ 28 11 4 3 7 0 3

ロ 0 0 0 0 0 0 0

イ 14 12 1 0 1 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0

13 5 2 2 3 0 1

9 5 1 0 2 0 1

イ 36 26 3 2 4 0 1

ロ 2 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

179 105 14 16 31 1 12

飛行機の格納庫等

倉庫

前各項に該当しない事業場

特定防火対象物が存する複合用途防火対象物

合計

特定防火対象物が存しない複合用途防火対象物

地下街

準地下街

重要文化財等

アーケード

車両の停車場・船舶、航空機の発着場等

神社・寺院・教会等

工場・作業場

映画スタジオ・テレビスタジオ

自動車車庫・駐車場

病床が無い診療所・助産所

小・中・高・専・大各学校

図書館・博物館・美術館等

公衆浴場・蒸気浴場・熱気浴場等

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

老人短期入所施設・養護老人ホーム等

救護施設

乳児院

障害児入所施設

障害者支援施設（重度）

老人デイサービスセンター・保育所等

更生施設

助産施設・保育所・児童養護施設

児童発達支援センター・放課後等デイサービス

身体障害者福祉センター・地域活動支援センター

幼稚園・特別支援学校

１８項

完成検査実施件数

劇場・映画館・観覧場等

公会堂・集会場

キャバレー・ナイトクラブ等

遊技場・ダンスホール

性風俗関連特殊営業を営む店舗等

カラオケボックス・個室ビデオ店等

待合・料理店等

飲食店

百貨店・マーケット等

旅館・ホテル・宿泊所

寄宿舎・下宿・共同住宅

病院（特定診療科目）

診療所（特定診療科目）

（1）以外の病院

１５項

１６項

１６の２項

１６の３項

１７項

１０項

１１項

１２項

１３項

１４項

５項

７項

８項

９項

６項

1項

２項

３項

４項

用途区分

市町別
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合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

イ 2 0 0 0 0 0 2

ロ 17 2 0 5 3 2 5

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 2 1 0 0 0 0 1

ハ 0 0 0 0 0 0 0

ニ 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 29 16 1 5 4 0 3

28 16 0 7 5 0 0

イ 35 14 2 4 1 5 9

ロ 102 91 0 5 5 1 0

イ(1) 10 6 2 2 0 0 0

イ(2) 2 0 0 2 0 0 0

イ(3) 7 4 1 2 0 0 0

イ(4) 17 7 1 9 0 0 0

ロ(1) 58 24 0 8 18 3 5

ロ(2) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(3) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(4) 0 0 0 0 0 0 0

ロ(5) 18 11 2 1 4 0 0

ハ(1) 9 1 2 3 2 0 1

ハ(2) 0 0 0 0 0 0 0

ハ(3) 7 2 0 3 2 0 0

ハ(4) 2 1 0 0 0 0 1

ハ(5) 39 18 5 6 10 0 0

ニ 2 1 0 1 0 0 0

4 0 0 0 1 0 3

0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 1 0 1 0 0 0 0

38 17 7 2 0 10 2

28 20 0 4 1 0 3

イ 58 25 10 9 6 0 8

ロ 0 0 0 0 0 0 0

イ 16 7 0 2 1 4 2

ロ 0 0 0 0 0 0 0

80 31 15 12 9 2 11

178 58 31 20 7 16 46

イ 179 116 24 22 9 3 5

ロ 28 22 2 0 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

20 10 1 3 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1016 521 107 137 94 48 109

病床が無い診療所・助産所

老人短期入所施設・養護老人ホーム等

救護施設

乳児院

障害児入所施設

障害者支援施設（重度）

老人デイサービスセンター・保育所等

更生施設

助産施設・保育所・児童養護施設

児童発達支援センター・放課後等デイサービス

身体障害者福祉センター・地域活動支援センター

飛行機の格納庫等

倉庫

前各項に該当しない事業場

特定防火対象物が存する複合用途防火対象物

車両の停車場・船舶、航空機の発着場等

神社・寺院・教会等

工場・作業場

映画スタジオ・テレビスタジオ

自動車車庫・駐車場

幼稚園・特別支援学校
小・中・高・専・大各学校

図書館・博物館・美術館等

公衆浴場・蒸気浴場・熱気浴場等

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

合計

特定防火対象物が存しない複合用途防火対象物

地下街

準地下街

重要文化財等

アーケード１８項

防火対象物立入検査実施件数

劇場・映画館・観覧場等

公会堂・集会場

キャバレー・ナイトクラブ等

遊技場・ダンスホール

性風俗関連特殊営業を営む店舗等

カラオケボックス・個室ビデオ店等

待合・料理店等

飲食店

百貨店・マーケット等

旅館・ホテル・宿泊所

寄宿舎・下宿・共同住宅

病院（特定診療科目）

診療所（特定診療科目）

（1）以外の病院

１５項

１６項

１６の２項

１６の３項

１７項

１０項

１１項

１２項

１３項

１４項

５項

６項

７項

８項

９項

1項

２項

３項

４項

用途区分

市町別
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(令和３年４月１日現在）

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

製造所 1 5 0 0 0 0

屋内貯蔵所 29 22 4 11 6 4

屋外タンク貯蔵所 8 21 2 0 2 3

屋内タンク貯蔵所 7 5 4 3 0 2

地下タンク貯蔵所 33 33 9 6 9 9

簡易タンク貯蔵所 0 3 0 0 0 2

移動タンク貯蔵所 60 17 2 0 1 8

屋外貯蔵所 2 3 0 0 0 0

給油取扱所 46 19 8 7 4 8

販売取扱所 1 0 0 0 0 0

移送取扱所 0 1 0 0 0 0

一般取扱所 19 31 9 2 4 10

合 計 206 160 38 29 26 46

危険物事業所数 101 62 29 19 19 33

石油コンビナート等災害
防止法に係る事業所数

0 1 0 0 0 0

合
 
計

6

76

36

危険物施設及び事業所数

21

99

5

88

505

263

1

5

92

1

1

75

施設別

市町

関西国際空港給油センター
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設　置 4 1 0 0 0 0

変　更 20 25 0 2 1 1

設　置 8 1 0 0 0 0

変　更 16 24 0 3 1 1

13 20 0 2 1 1

0 6 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

4 2 0 0 0 1

7 2 0 1 2 0

1 0 0 0 0 0

2 14 1 0 1 0

制　定 2 0 0 0 0 0

変　更 2 1 0 1 0 1

19 6 1 4 3 5

8 5 3 3 0 7

0 0 0 0 0 0

1 6 0 0 0 0

6 1 1 0 1 2

16 9 3 10 7 4

27 47 5 1 5 5

27 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0

0 7 0 0 0 0

183 180 15 27 23 28

合計 4

危険物施設等事務処理件数

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

許　可

泉
佐
野
市

泉
南
市

完成検査

仮使用承認

完成検査前検査

保安検査

譲渡引渡届

品名、数量又は倍数変更届

住所・氏名変更届

廃止届

休止届

仮貯蔵仮取扱い

予防規程

保安監督者選任解任届

軽微な変更工事届

合　計

届出種別

5

49

9

45

37

6

2

7

12

取扱者選解任届

保安統括管理者選任解任届

施設保安員選任解任届

90

防災管理者（副防災管理者）選任・解任届出書

防災規程制定（変更）届出

防災業務実施状況報告書（自衛防災組織）

合計

1

2

1

49

1

18

2

5

38

合
 
計

26

0

7

11

石油コンビナート等災害防止法に関する事務処理件数（関西国際空港地区）

危険物以外物品の貯蔵（変更）届

災害発生届

27

3

火気使用工事届 7

456

申請届出種別

市町別
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合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

製造所 0 0 0 0 0 0 0

屋内貯蔵所 36 12 9 3 10 1 1

屋外タンク貯蔵所 37 4 29 1 0 2 1

屋内タンク貯蔵所 12 4 1 1 4 0 2

地下タンク貯蔵所 20 5 3 1 8 3 0

簡易タンク貯蔵所 5 0 2 0 1 0 2

移動タンク貯蔵所 84 54 19 3 0 1 7

屋外貯蔵所 2 0 2 0 0 0 0

給油取扱所 49 25 2 6 9 1 6

販売取扱所 1 1 0 0 0 0 0

移送取扱所 1 0 1 0 0 0 0

一般取扱所 24 7 9 1 1 1 5

その他 1 0 1 0 0 0 0

合 計 272 112 78 16 33 9 24

危険物施設等立入検査実施件数

施設別

市町別

関西国際空港の移送取扱所検査の状況
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（令和３年４月１日現在）

　火薬類取締法関係事業所

　高圧ガス保安法関係事業所

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

15 8 3 1 1 1 1

23 17 1 4 0 0 1

52 17 15 6 5 6 3

135 82 23 6 7 15 2

3 3 0 0 0 0 0

38 16 6 2 5 9 0

131 54 32 16 11 3 15

10 3 3 1 2 0 1

3 1 1 1 0 0 0

410 201 84 37 31 34 23

　液石法関係事業所

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

53 15 11 7 6 2 12

52 15 10 7 6 2 12

0 0 0 0 0 0 0

62 29 15 6 2 2 8

167 59 36 20 14 6 32

事業所区分 事業所数

火薬庫 10

第二種貯蔵所

第二種製造者（冷凍則）

第一種製造者（冷凍則）

販売店

庫外貯蔵指示場所

合計

8

16

34

合　計

販売事業者

保安機関

充填事業者

特定液化石油ガス
設備工事事業者

販売業者

特定高圧ガス消費者

容器検査所

合 計

第一種製造者（冷凍則以外）

第二種製造者（冷凍則以外）

第一種貯蔵所

保安３法関係事業所数

「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律」（以下「保安３法」という。）に係る事務が、住民の安全安心の向上及

び事業者の事務手続きの利便性の向上をめざし、「大阪府産業保安行政事務に係る事務処

理の特例に関する条例」に基づき、当消防組合で事務を行っています。

事業所区分

市町別

事業所区分

市町別
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合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

火薬類輸入許可申請 108 0 108 0 0 0 0

火薬類輸入届 95 0 95 0 0 0 0

火薬類輸入許可申請書
記載事項変更届

12 0 12 0 0 0 0

火薬類販売集計報告書 3 0 3 0 0 0 0

許可申請書等
記載事項変更報告書

1 0 1 0 0 0 0

火薬類取扱保安責任者等
選任・解任届

1 0 0 0 0 1 0

定期自主検査
計画届・変更届・終了報告書

3 1 0 0 0 2 0

許可申請書等
記載事項変更報告書

1 0 0 0 0 1 0

火薬類出納集計報告書 6 1 1 3 0 1 0

火薬類（製造施設・火薬庫）
軽微変更届

1 0 1 0 0 0 0

火薬庫承継届 0 0 0 0 0 0 0

火薬庫保安検査申請書 4 1 1 1 0 1 0

火薬庫外貯蔵場所指示申請書 2 1 1 0 0 0 0

火薬庫外貯蔵場所
指示証記載事項変更届

5 3 0 1 0 1 0

火薬庫外貯蔵場所廃止届 2 1 1 0 0 0 0

火薬類消費許可・譲受許可
（産業用火薬・加工品の場合）

1 0 1 0 0 0 0

火薬類消費許可（煙火の場合） 4 1 3 0 0 0 0

許可申請等取下届 3 0 3 0 0 0 0

譲
受

譲
渡

火薬類譲受許可申請書 1 0 1 0 0 0 0

253

消
費

庫
外
貯
蔵
庫

合計

保安３法関係事務処理件数

火薬類取締法関係申請・届出件数

輸
入

火
薬
庫

販
売

09 232 5 0 7

申請届出種別

市町別
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高圧ガス保安法関係申請・届出件数

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

軽微変更届 5 4 1 0 0 0 0

休止届 2 1 0 0 1 0 0

廃止届 1 0 0 0 1 0 0

危害予防規程届 1 1 0 0 0 0 0

保安統括者等の選任解任届 10 9 0 0 1 0 0

その他 17 3 3 9 2 0 0

製造事業届 1 0 1 0 0 0 0

施設変更届 2 2 0 0 0 0 0

廃止届 11 4 3 1 2 0 1

その他 27 16 6 0 4 1 0

設置届 3 2 1 0 0 0 0

変更届 1 1 0 0 0 0 0

廃止届 1 1 0 0 0 0 0

その他 4 0 0 0 3 1 0

販売事業届 5 3 2 0 0 0 0

販売事業廃止届 1 1 0 0 0 0 0

販売主任者選解任届 3 3 0 0 0 0 0

その他 9 4 3 2 0 0 0

取扱主任者届 3 1 0 0 2 0 0

変更届 1 1 0 0 0 0 0

廃止届 1 1 0 0 0 0 0

その他 1 0 0 0 1 0 0

容器検査 容器検査所登録更新申請書 1 0 0 1 0 0 0

保安検査申請 7 4 2 0 1 0 0

輸入検査申請 51 0 51 0 0 0 0
指定保安検査機関・高圧ガス保安協会

保安検査受検届・結果報告書 18 8 4 2 0 2 2

その他 事故届 0 0 0 0 0 0 0

187 70 77 15 18 4 3合計

第
一
種
製
造
者

第
二
種

製
造
者

第
二
種

貯
蔵
所

販
売
業
者

特
定
消
費

完
成
・
保

安
・
輸
入

検
査
関
係

申請届出種別

市町別

-27-



液石法関係申請・届出件数

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

販売所等変更届 3 2 1 0 0 0 0

販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書 1 1 0 0 0 0 0

販売事業承継届書/甲 1 1 0 0 0 0 0

業務主任者等選任届・解任届 2 2 0 0 0 0 0

販売事業者報告 51 14 10 8 6 2 11

保安機関承継届書/甲 1 1 0 0 0 0 0

保安機関変更届 3 2 1 0 0 0 0

保安機関認定更新申請書 1 0 0 1 0 0 0

保安業務規程変更認可申請書 1 1 0 0 0 0 0

保安機関実施報告 51 14 10 8 6 2 11

液化石油ガス設備工事届 16 12 0 2 1 0 1

特定液化石油ガス設備工事業開始届 1 1 0 0 0 0 0

特定液化石油ガス設備工事業変更届 3 2 1 0 0 0 0

特定液化石油ガス設備工事業廃止届 1 1 0 0 0 0 0

貯蔵施設等設置許可申請書 1 1 0 0 0 0 0

貯蔵施設等完成検査申請書 1 1 0 0 0 0 0

138 56 23 19 13 4 23合計

特
定
液
化
石
油
ガ
ス

設
備
工
事

販
売
事
業
者

保
安
機
関

貯
蔵
施
設
・

特
定
供
給

申請届出種別

市町別
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　火薬類取締法関係事業所

1

　高圧ガス保安法関係事業所

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

6 3 1 0 0 0 2

1 1 0 0 0 0 0

4 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

8 5 1 0 1 1 0

16 7 1 5 1 0 2

4 1 1 0 0 0 2

1 0 0 1 0 0 0

41 20 6 6 2 1 6

　液石法関係事業所

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

11 4 1 4 0 0 2

11 4 1 4 0 0 2

9 4 1 3 0 0 1

31 12 3 11 0 0 5

保安３法関係事業所立入検査件数

第一種製造者（冷凍則）

第二種製造者（冷凍則）

9

23

事業所区分

火薬庫

販売店

庫外貯蔵指示場所

合計

件数

9

4

消費場所

合　計

販売事業者

保安機関

特定液化石油ガス
設備工事事業者・設備工事

販売業者

特定高圧ガス消費者

合 計

第一種製造者（冷凍則以外）

第二種製造者（冷凍則以外）

第一種貯蔵所

第二種貯蔵所

容器検査所

事業所区分

市町別

事業所区分

市町
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泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

9 7 15 0 1 1

294 88 54 33 22 29

炉 0 2 0 2 1 0

厨房設備 0 0 0 0 0 0

温風暖房機 0 0 0 0 0 0

ボイラー 3 4 1 1 0 1

給湯湯沸設備 6 3 4 1 0 1

乾燥設備 2 2 2 4 0 2

サウナ設備 1 1 0 0 0 0

ヒートポンプ冷暖房機 8 0 0 0 0 0

火花を生ずる設備 0 0 2 0 0 0

放電加工機 0 0 0 0 0 0

変電設備 35 10 5 3 6 4

燃料電池発電設備 0 0 0 0 0 0

発電設備 10 4 5 3 2 1

蓄電池設備 36 7 3 3 8 6

急速充電設備 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 11 0 0 0 0

12 7 2 3 2 1

0 2 0 0 1 0

貯蔵、取扱い届 12 19 9 2 2 3

貯蔵、取扱い廃止届 2 7 4 1 0 3

水張・水圧検査申請 0 0 0 0 0 0

貯蔵、取扱い届 29 7 5 3 0 0

貯蔵、取扱い廃止届 5 1 0 0 0 0

水張・水圧検査申請 3 0 0 0 0 0

468 182 111 59 45 52

0

44

6

3

917

12

27

3

47

17

63

0

25

0

0

63

少
量
危
険
物

指
定
可
燃
物

合　　　　計

合
 
計

33

520

5

0

0

10

15

12

2

8

2

0

電
気
設
備

ネオン管灯設備

煙火の打上げ・仕掛け届

工事を施工するための
現場に設ける事務所等の届

消火活動に重大な支障を生ずる
おそれのある物質の貯蔵取扱い届

喫煙・裸火の使用・危険物品の
持ち込みの許可申請

防火対象物使用開始届

火
気
使
用
設
備

火災予防条例関係事務処理件数

申請・届出別

市町別
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設
置

廃
止

設
置

廃
止

設
置

廃
止

設
置

廃
止

設
置

廃
止

設
置

廃
止

設
置

廃
止

圧縮アセチレンガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無水硫酸 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

液化石油ガス 12 2 3 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2 0

生石灰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

毒劇物 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

合　計 14 4 4 0 1 0 2 2 5 1 0 1 2 0

住宅用火災警報器の設置率と条例適合率

  泉州南消防組合管内における住宅用火災警報器の設置率と火災予防条例の適合率のグラ
フです。
　設置率とは、住宅に１つでも住宅用火災警報器が設置されている率で、条例適合率とは
火災予防条例で義務設置としている寝室等の場所すべてに設置されている率となっていま
す。

圧縮アセチレンガス等の届出

合
 
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
 
町

種 別

設置・廃止
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（令和３年４月１日現在）

団
体
数

人
数

団
体
数

人
数

団
体
数

人
数

団
体
数

人
数

団
体
数

人
数

団
体
数

人
数

団
体
数

人
数

幼年消防
クラブ

39 4,686 6 923 4 635 13 1,208 10 1,651 0 0 6 269

少年消防
クラブ

2 19 1 14 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0

合
計

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

熊
取
町

田
尻
町

岬
町

※団体数及び人数については、消防本部が所管する数です。

幼年消防クラブ

　幼年期から防火に関心を持つことで、「火」に対する警戒心を芽生えさせ、火災予防を

身に付けることを目指しています。現在は幼稚園、保育園等の３９団体、４，６８６人で

防火教室や救急教室を開催し、火災予防や応急手当の仕方などを学習するほか防火パレー

幼年・少年消防クラブ

初め式に参加するなど、広く火災予防に関する広報を積極的に進めています。

ドや、消防出初め式、火災予防広報に貢献しています。

少年消防クラブ

　泉佐野市・田尻町内の小学校５，６年生を対象に公募し、未来の地域防災のリーダーの

育成を目的に活動しています。主な活動については、『知らせる』『消す』『逃げる』の

火災発見時の三原則をもとに、本番さながらの消火訓練や煙が充満した室内から避難する

避難訓練をはじめ、防火の願いをこめて作成した防火標語の掲出、防火パレードや消防出

区分

団体数

人

防火パレード防火教室

消防出初め式
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（令和３年４月１日現在）

孝子地区

多奈川地区

深日地区

淡輪地区

19

14

18

婦人防火クラブ

　昭和５７年３月泉南市婦人団体協議会を母体として結成し、平成５年４月に婦人団体

協議会より独立しました。現在１５５名のクラブ員で、火災予防の啓発に努め、明るく

住みよい家庭と地域社会を築くことを目的として、防火研修・消防訓練・消防モニター

活動・防火資料の配布等の活動をしています。

泉南市婦人防火クラブ

岬町婦人防火クラブ連合会

　昭和６２年１０月有志１１名が孝子地区婦人防火クラブを結成し、平成１７年１２月

に多奈川地区婦人防火クラブが結成されたことを契機に、平成１８年４月１日に岬町婦

人防火クラブ連合会として発足しました。

クラブ員数

65

14

内訳

クラブ名

岬町婦人防火クラブ連合会

４地域の婦人防火クラブ連合会として、防火・防災の普及高揚を図り、災害に強い安心

して暮らせる地域社会を実現することを目的として、防火研修・消防訓練・防火広報等

の活動をしています。

　平成１８年７月に深日地区、同年１１月に淡輪地区婦人防火クラブが結成され、町内

炊出し訓練 防火クラブ総会

炊き出し訓練 消防出初め式
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